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新旧対照表 

 

(注)アンダーラインを付した部分は、改正部分である。 

改 正 後 改 正 前 

 

 

申告所得税及び復興特別所得税の重加算税の 

取扱いについて（事務運営指針） 

 

第１ 賦課基準 

   （省略） 

 

第２ 重加算税の計算 

 

 

     申告所得税の重加算税の取扱いについて（事務運営指針）  

 

 

第１ 賦課基準 

   （同左） 

 

第２ 重加算税の計算 

（重加対象税額の計算の基本原則） （重加対象税額の計算の基本原則） 

１ 重加算税の計算の基礎となる税額は、通則法第68条及び国税通則法施行

令第28条の規定により、その基因となった更正、決定、修正申告又は期限

後申告（以下「更正等」という。）があった後の所得税及び復興特別所得

税の額から隠ぺい又は仮装されていない事実のみに基づいて計算した所得

税及び復興特別所得税の額を控除して計算するのであるが、この場合、そ

の隠ぺい又は仮装されていない事実のみに基づいて計算した所得税及び復

興特別所得税の額の基礎となる所得金額は、その更正等のあった後の所得

金額から不正事実に基づく所得金額（以下「重加対象所得」という。）を

控除した金額を基に計算する。 

２ （省略） 

１ 重加算税の計算の基礎となる税額は、通則法第68条及び国税通則法施行

令第28条の規定により、その基因となった更正、決定、修正申告又は期限

後申告（以下「更正等」という。）があった後の所得税の額から隠ぺい又

は仮装されていない事実のみに基づいて計算した所得税の額を控除して計

算するのであるが、この場合、その隠ぺい又は仮装されていない事実のみ

に基づいて計算した所得税の額の基礎となる所得金額は、その更正等のあ

った後の所得金額から不正事実に基づく所得金額（以下「重加対象所得」

という。）を控除した金額を基に計算する。 

 

２ （同左） 

 


